
第
四
節
　
成
熟
社
会
に
お
け
る
市
町
連
携

一
　
市
町
関
係
の
県
組
織
の
見
直
し

県
民
局
の

改
組
・
再
編

県
の
総
合
出
先
機
関
で
あ
る
県
民
局
は
、
現
地
解
決
型
の
施
策
展
開
を
目
的
と
し
た
大
規
模
な
再
編
に
よ
り
、

平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
か
ら
一
〇
県
民
局
体
制
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
も
組
織
の
見
直
し
は
行
わ
れ
て

お
り
、
平
成
十
七
年
に
は
、
県
民
局
事
務
所
を
企
画
立
案・総
合
調
整
等
を
主
に
担
当
す
る
「
圏
域
事
務
所
」
と
、
県
民
に
と
っ

て
身
近
で
現
地
解
決
が
強
く
望
ま
れ
る
業
務
を
実
施
す
る
「
地
域
事
務
所
」
に
分
け
る
再
編
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
他
に
も
、
市

町
合
併
の
進
展
に
対
応
し
た
市
町
行
財
政
事
務
の
本
庁
へ
の
一
元
化
及
び
企
画
調
整
部
の
統
合
再
編
（
平
成
二
十
年
）
や
、
県

民
局
本
庁
組
織
の
簡
素
・
合
理
化
の
た
め
の
五
部
体
制
の
廃
止
と
総
務
室
・
県
民
室
の
設
置
、
県
民
局
所
管
の
土
木
事
務
所
及

び
県
税
事
務
所
の
統
合
（
二
十
一
年
）、
総
務
室
・
県
民
室
の
再
編
（
二
十
三
年
）
等
が
な
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
県
民
局
の
組
織
改
正
は
断
続
的
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
一
〇
県
民
局
体
制
は
維
持
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
震
災

復
興
事
業
の
展
開
に
伴
う
財
政
悪
化
へ
の
対
応
の
た
め
に
行
財
政
構
造
改
革
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
、
市
町
合
併
に
よ
る

市
町
の
行
財
政
能
力
の
向
上
、
第
二
次
地
方
分
権
改
革
に
よ
る
県
か
ら
市
町
へ
の
権
限
移
譲
も
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
一
〇
県

民
局
体
制
の
見
直
し
も
模
索
さ
れ
て
い
た
。

　
県
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
に
新
行
財
政
構
造
改
革
推
進
方
策
（
新
行
革
プ
ラ
ン
）
の
第
一
次
案
を
発
表
し
、
一
〇
県
民
局

を
五
県
民
局
・
一
セ
ン
タ
ー
に
統
合
・
再
編
す
る
方
針
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
北
播
磨
県
民
局
は
東
播
磨
県
民
局
へ
、
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中
播
磨
県
民
局
は
西
播
磨
県
民
局
へ
そ
れ
ぞ
れ
統
合
さ
れ
、
阪
神
南
県
民
局
・
阪
神
北
県
民
局
・
丹
波
県
民
局
の
三
県
民
局
は

阪
神
丹
波
県
民
局
に
再
編
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
神
戸
県
民
局
は
機
能
を
縮
小
し
て
神
戸
県
民
セ
ン
タ
ー
へ
と

改
組
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
丹
波
・
播
磨
地
域
の
首
長
・
市
民
団
体
を

中
心
に
、
地
域
に
あ
る
県
の
拠
点
が
失
わ
れ
る
こ
と

へ
の
不
安
か
ら
反
対
の
声
が
上
が
っ
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
平
成
二
十
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
新
行
革
プ

ラ
ン
の
第
二
次
案
で
は
県
民
局
の
統
合
・
再
編
が
撤

回
さ
れ
た
。
こ
の
方
針
転
換
に
対
し
て
は
県
議
会
で

も「
行
革
に
対
す
る
後
退
感
を
県
民
に
印
象
づ
け
た
」

と
い
っ
た
批
判
が
加
え
ら
れ
た
が
、
同
年
九
月
に
発

表
さ
れ
た
新
行
革
プ
ラ
ン
の
最
終
案
に
お
い
て
も
一

〇
県
民
局
体
制
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
に
新
行
革
プ
ラ

ン
の
見
直
し
の
方
針
が
示
さ
れ
、
県
民
局
再
編
に
向

け
て
の
動
き
が
再
び
見
ら
れ
た
。
県
は
姫
路
、
尼
崎
、

西
宮
の
三
市
が
中
核
市
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
踏

表 9　県民局の再編（平成26年4月）

再編・改組前 再編・改組後
名称 名称 所管区域

神戸県民局 神戸県民センター 神戸市
阪神南県民局 阪神南県民センター 尼崎市、西宮市、芦屋市
阪神北県民局 阪神北県民局 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、

川辺郡（猪名川町）
東播磨県民局 東播磨県民局 明石市、加古川市、高砂市、加古郡

（稲美町、播磨町）
北播磨県民局 北播磨県民局 西脇市、三木市、小野市、加西市、

加東市、多可郡（多可町）
中播磨県民局 中播磨県民センター 姫路市、神崎郡（神河町、市川町、

福崎町）
西播磨県民局 西播磨県民局 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、

揖保郡（太子町）、赤穂郡（上郡町）、
佐用郡（佐用町）

但馬県民局 但馬県民局 豊岡市、養父市、朝来市、美方郡（香
美町、新温泉町）

丹波県民局 丹波県民局 篠山市、丹波市
淡路県民局 淡路県民局 洲本市、南あわじ市、淡路市

 （兵庫県資料を参照して作成）
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ま
え
た
措
置
と
し
て
、
三
市
を
管
轄
区
域
に
含
む
阪
神
南
県
民
局
と
中
播
磨
県
民
局
を
翌
二
十
六
年
度
に
周
辺
の
県
民
局
へ
統

合
す
る
再
編
案
を
発
表
し
た
。
だ
が
、
こ
の
再
編
案
に
つ
い
て
も
関
係
市
町
議
会
や
県
議
会
か
ら
再
検
討
を
求
め
る
声
が
相
次

い
だ
。
特
に
、
地
域
に
県
の
出
先
機
関
を
残
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
望
が
強
か
っ
た
ほ
か
、
存
続
が
決
ま
っ
て
い
た
神
戸
県
民

局
に
つ
い
て
も
見
直
し
の
対
象
と
す
べ
き
と
い
っ
た
声
が
上
が
っ
た
。

　
こ
う
し
た
声
を
受
け
て
県
は
同
年
十
二
月
に
行
革
案
を
再
度
修
正
し
、
廃
止
を
予
定
し
て
い
た
阪
神
南
県
民
局
、
中
播
磨
県

民
局
を
、
規
模
を
縮
小
し
て
阪
神
南
県
民
セ
ン
タ
ー
、
中
播
磨
県
民
セ
ン
タ
ー
へ
と
改
組
し
、
存
続
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
ま

た
、
当
初
存
続
を
予
定
し
て
い
た
神
戸
県
民
局
に
つ
い
て
も
神
戸
県
民
セ
ン
タ
ー
へ
改
組
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
県
が
示
し

た
修
正
案
は
県
議
会
で
承
認
さ
れ
、
平
成
二
十
六
年
四
月
よ
り
、
七
県
民
局
三
県
民
セ
ン
タ
ー
体
制
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

二
　
市
町
連
携
の
新
展
開

合
併
後
の
市
町
に
お

け
る
自
治
体
運
営

合
併
に
よ
り
市
町
村
の
規
模
や
能
力
が
拡
大
し
た
こ
と
で
行
財
政
能
力
が
向
上
し
、
都
道
府
県
か
ら
の

権
限
・
事
務
移
譲
も
更
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
合
併
後
の
自
治
体
に
お
い
て

中
心
部
と
な
る
地
域
と
そ
れ
以
外
の
地
域
の
間
で
格
差
が
広
が
っ
た
と
い
う
意
識
も
根
強
く
あ
り
、
全
国
的
に
合
併
後
の
首
長

選
挙
で
現
職
首
長
の
落
選
が
相
次
い
だ
。

　
県
内
で
は
各
市
町
の
合
併
に
対
す
る
評
価
は
概
ね
高
く
、
県
か
ら
の
権
限
・
事
務
移
譲
も
合
併
以
降
更
に
進
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
だ
が
、
合
併
後
も
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
い
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
市
町
で
行
財
政
改
革
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
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た
。
平
成
の
大
合
併
の
先
駆
け
と
な
っ
た
篠さ

さ
山や

ま
市
（
現
丹
波
篠
山
市
）
で
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
建
設
な
ど
合
併
特
例
債
の
積

極
的
な
活
用
に
よ
り
注
目
を
集
め
た
が
、
財
政
が
悪
化
し
た
こ
と
で
大
規
模
な
行
財
政
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　
首
長
選
挙
で
も
、
宍し
そ
う粟

市
で
合
併
後
に
行
わ
れ
た
二
回
の
市
長
選
挙
で
現
職
が
続
け
て
落
選
し
た
ほ
か
、
香
美
町
で
も
平
成

二
十
一
年
四
月
に
行
わ
れ
た
合
併
後
の
町
長
選
挙
で
、
合
併
に
よ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
主
張
す
る
新
人
候
補
が
現
職
町

長
を
破
っ
た
。
こ
れ
ら
の
首
長
選
挙
の
結
果
か
ら
、
兵
庫
県
に
お
い
て
も
周
辺
部
を
中
心
に
合
併
後
の
自
治
体
運
営
に
対
す
る

一
定
の
不
満
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

市
町
財
政

の
状
況

地
方
分
権
の
更
な
る
推
進
を
目
的
と
し
て
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
に
か
け
て
、「
三
位
一
体
の
改
革
」

が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
地
方
へ
の
税
源
移
譲
、
地
方
交
付
税
の
見
直
し
、
国
庫
補
助
負
担
金
の
改
革
を
一

体
的
に
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
平
成
十
六
年
の
「
地
財
シ
ョ
ッ
ク
」
と
も
呼
ば
れ
る
、
地
方
交
付
税
及
び
臨

時
財
政
対
策
債
の
大
幅
な
削
減
（
約
一
二
％
）
に
よ
り
、
県
内
市
町
は
厳
し
い
予
算
編
成
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
臨
時
財
政
対

策
債
と
は
、
国
が
交
付
す
る
地
方
交
付
税
の
う
ち
、
不
足
分
を
補
う
た
め
に
発
行
さ
れ
る
地
方
債
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

使
途
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
自
由
度
の
高
い
財
源
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
削
減
さ
れ
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
実
質
単
年
度
収
支

で
見
る
と
、
十
六
年
度
時
点
で
は
、
県
内
七
七
市
町
の
う
ち
五
〇
市
町
が
赤
字
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
二
十
年
度
に
か
け
て
、
企
業
業
績
の
回
復
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
の
増
加
や
、
税

源
移
譲
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
増
加
等
に
よ
り
、
地
方
税
全
体
は
増
加
し
続
け
た
。
ま
た
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
十

七
年
度
に
か
け
て
市
町
合
併
が
大
き
く
進
展
し
た
。
こ
れ
ら
の
影
響
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
度
時
点
で
実
質
単
年
度
収
支
が
赤

字
の
団
体
の
数
は
、
県
内
四
一
市
町
の
う
ち
二
二
市
町
と
な
り
、
十
九
年
度
に
一
時
的
に
二
六
市
町
ま
で
増
加
す
る
も
の
の
、
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二
十
二
年
度
に
は
五
市
町
に
ま
で
大
幅
に
減
少
す
る
に
至
っ
た
。

　
平
成
二
十
年
九
月
に
ア
メ
リ
カ
の
投
資
銀
行
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ

の
破
た
ん
に
よ
っ
て
、
世
界
的
な
金
融
危
機
で
あ
る
「
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
」
が
生
じ
た
。
日
本
経
済
に
も
影
響
が
及
び
、
景
気
が
大
幅
に
後
退
し

た
こ
と
で
、
平
成
二
十
一
年
度
よ
り
市
町
村
民
税
所
得
割
・
法
人
税
割
が

減
少
し
、
地
方
税
の
減
収
が
続
く
こ
と
と
な
っ
た
。
地
方
交
付
税
、
国
庫

支
出
金
も
減
少
が
続
い
た
こ
と
で
、
平
成
二
十
三
年
度
時
点
で
実
質
単
年

度
収
支
が
赤
字
の
団
体
数
は
一
一
と
な
り
、
増
加
に
転
じ
た
。

　
減
少
が
続
い
て
い
た
市
町
歳
入
だ
が
、
平
成
二
十
五
年
度
に
一
旦
増
加

に
転
じ
る
。
景
気
対
策
に
よ
る
実
効
税
率
の
引
下
げ
等
の
た
め
、
市
町
村

民
税
法
人
税
割
が
減
少
し
た
一
方
で
、
税
制
改
正
に
よ
る
法
人
課
税
ベ
ー

ス
拡
大
の
代
替
措
置
と
し
て
、
県
た
ば
こ
税
の
一
部
が
移
譲
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
町
村
た
ば
こ
税
が
約
一
〇
％
増
え
た

ほ
か
、
新
築
家
屋
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
固
定
資
産
税
も
増
収
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
方
税
は
前
年
よ
り
も
〇
・
八
％
増
と

な
っ
た
。
ま
た
、
国
の
景
気
対
策
に
よ
る
「
地
域
の
元
気
臨
時
交
付
金
」
等
に
よ
り
、
国
庫
支
出
金
が
一
七
・
二
％
増
と
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
歳
入
増
に
よ
り
、
実
質
単
年
度
収
支
が
赤
字
の
団
体
数
は
六
団
体
に
ま
で
減
少
す
る
。

　
平
成
二
十
六
年
度
は
、
景
気
回
復
に
伴
う
企
業
業
績
の
向
上
に
よ
り
市
町
村
民
税
法
人
税
割
が
増
加
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

地
方
税
収
は
前
年
よ
り
も
一
・
四
％
増
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
地
方
債
が
大
幅
に
減
少
し
た
ほ
か
、
地
方
交
付
税
、
国
庫
支
出
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金
も
減
少
し
た
こ
と
か
ら
、
市
町
歳
入
は
全
体
で
前
年
よ
り

も
一
・
八
％
の
減
少
と
な
っ
た
。
実
質
単
年
度
収
支
に
つ
い

て
も
、
一
四
市
町
が
赤
字
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
県
内
市
町
の
多
く
は
、
合
併

の
有
無
に
関
係
な
く
厳
し
い
財
政
状
況
と
向
き
合
う
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
え
る
。
各
市
町
は
引
き
続
き
行
財
政

改
革
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
市
町
間
の
新
た
な
連
携
を
模

索
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

定
住
自
立

圏
の
形
成

全
国
的
な
少
子
高
齢
化
、
東
京
を
は
じ
め
と
す
る
大
都
市
部
へ
の
人
口
集
中
と
地
方
の
過
疎
化
・
空
洞
化
の
趨

勢
が
続
く
中
、
市
町
連
携
の
た
め
の
新
た
な
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
平
成
二
十
年
五
月
に
福ふ
く
田だ

康や
す
夫お

内
閣
の
下
で
示
さ
れ
た
の
が
、
定
住
自
立
圏
構
想
で
あ
る
。
本
構
想
は
、
少
子
高
齢
化
や
人

口
の
東
京
へ
の
一
極
集
中
が
日
本
経
済
の
停
滞
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
の
認
識
の
も
と
、
東
京
圏
へ
の
人
口
流
出
を
押
し
と

ど
め
、
地
方
に
お
け
る
人
口
の
定
住
と
地
域
の
活
性
化
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
地
方
に
お
け
る
中

心
的
な
都
市
と
周
辺
の
市
町
村
が
連
携
し
、
圏
域
全
体
の
福
祉
、
医
療
、
商
業
な
ど
生
活
に
関
わ
る
都
市
機
能
を
集
約
的
に
整

備
す
る
と
と
も
に
、
周
辺
市
町
村
に
お
け
る
豊
か
な
自
然
環
境
や
農
林
水
産
業
、
歴
史
、
文
化
等
を
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
た
。

　
県
内
の
市
町
が
関
係
す
る
定
住
自
立
圏
と
し
て
最
初
に
成
立
し
た
の
が
赤あ
こ
う穂
市
、
上
郡
町
、
岡
山
県
備
前
市
に
よ
っ
て
形
成

表 10　�実質単年度収支の黒字／赤
字団体数の推移

年度 黒字
団体数

赤字
団体数 計

平成16 27 50 77
17 19 22 41
18 23 18 41
19 15 26 41
20 20 21 41
21 31 10 41
22 36 5 41
23 30 11 41
24 33 8 41
25 35 6 41
26 27 14 41
27 33 8 41
28 16 25 41
29 21 20 41
30 22 19 41

 （『市町財政及び公共施設等の状況
 （普通会計編）』より作成）
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さ
れ
た
「
東
備
西
播
定
住
自
立
圏
」
で
あ
る
。
平
成
二
十
年
十
月
に
、

全
国
で
同
圏
域
を
含
む
一
八
の
圏
域
が
定
住
自
立
圏
構
想
の
先
行
実
施

区
域
に
選
定
さ
れ
た
。
翌
二
十
一
年
十
二
月
に
協
定
書
の
調
印
が
行
わ

れ
、
備
前
市
を
中
心
市
と
す
る
「
東
備
西
播
定
住
自
立
圏
」
が
成
立
し

た
。
協
定
で
は
、
圏
域
内
の
三
公
立
病
院
の
連
携
を
は
じ
め
と
し
た
医

療
や
文
化
・
芸
術
な
ど
の
連
携
・
交
流
事
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
示

さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
平
成
二
十
二
年
一
月
に
、
西
脇
市
が
県
内
初
と
な
る
定
住
自
立
圏
の
「
中
心
市
」
宣
言
を
行
い
、
同
年
十
月
に
多

可
町
と
協
定
を
結
ん
で
「
北
は
り
ま
定
住
自
立
圏
」
が
成
立
し
た
。
両
市
町
は
「
う
る
お
い
と
や
す
ら
ぎ
を
感
じ
る　
暮
ら
し

豊
か
な
北
は
り
ま
の
郷
」
の
実
現
を
目
指
し
、
地
域
医
療
や
学
校
給
食
等
で
連
携
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
播
磨
地
域
で
は
、
そ

の
後
、
平
成
二
十
七
年
十
月
に
、
加
西
市
と
加
東
市
の
二
市
が
中
心
市
と
な
る
い
わ
ゆ
る
「
複
眼
型
」
の
「
北
播
磨
広
域
定
住

自
立
圏
」
が
成
立
し
、
図
書
館
の
相
互
利
用
推
進
事
業
や
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
交
流
活
動
促
進
事
業
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
と
な
っ
た
。
な
お
、「
北
播
磨
広
域
定
住
自
立
圏
」
に
は
、
既
に
「
北
は
り
ま
定
住
自
立
圏
」
を
形
成
し
て
い
た
西
脇
市
と

多
可
町
も
後
に
加
わ
っ
て
い
る
。

　
但た
じ
ま馬

地
域
に
お
い
て
は
、
豊
岡
市
が
平
成
二
十
三
年
に
「
中
心
市
」
を
宣
言
し
、
二
十
四
年
七
月
に
豊
岡
市
、
養
父
市
、
朝あ

さ

来ご

市
、
香
美
町
か
ら
な
る
「
但
馬
定
住
自
立
圏
」
が
成
立
し
た
。
連
携
事
業
と
し
て
、
早
産
な
ど
の
ハ
イ
リ
ス
ク
出
産
に
対
応

す
る
た
め
の
周
産
期
医
療
セ
ン
タ
ー
の
整
備
等
を
掲
げ
た
。
但
馬
定
住
自
立
圏
に
は
、
翌
二
十
五
年
七
月
に
新
温
泉
町
が
新
た

写真 17　�東備西播定住自立圏
の成立を報じる新聞

（ 朝 日 新 聞 平 成 21
（2009）年 12 月 26 日）
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に
加
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
新
温
泉
町
は
鳥
取
県
東
部
一
市
四
町
に
よ
る
「
鳥
取
・
因
幡
定
住
自
立
圏
」（
平
成
二
十
二
年
三
月

発
足
）
に
も
二
十
四
年
三
月
か
ら
参
画
し
て
い
た
が
、
同
定
住
自
立
圏
に
よ
る
連
携
は
三
十
年
四
月
に
連
携
中
枢
都
市
圏
へ
と

移
行
し
て
い
る
（
後
述
）。
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淡
路
地
域
で
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
に
洲
本
市
が
「
中
心
市
」
宣
言
を
行
い
、
翌
二
十
五
年
三
月
に
洲
本
市
と
淡
路
市
か

ら
な
る
「
淡
路
島
定
住
自
立
圏
」
が
成
立
し
た
。
主
な
取
組
と
し
て
、
各
市
の
医
療
機
関
の
役
割
分
担
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に

よ
る
地
域
医
療
体
制
の
充
実
や
、
淡
路
島
の
観
光
推
進
事
業
に
お
け
る
連
携
等
が
示
さ
れ
た
。
淡
路
島
定
住
自
立
圏
に
は
、
平

成
三
十
年
十
月
に
南
あ
わ
じ
市
が
加
入
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
淡
路
島
全
域
を
域
内
に
含
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　
平
成
二
十
七
年
九
月
に
は
、
た
つ
の
市
が
「
中
心
市
」
宣
言
を
行
い
、
翌
二
十
八
年
に
た
つ
の
市
、
宍
粟
市
、
上
郡
町
、
佐

用
町
か
ら
な
る
「
播
磨
科
学
公
園
都
市
圏
域
定
住
自
立
圏
」
が
成
立
し
た
。
医
療
圏
域
体
制
の
充
実
や
、
高
齢
者
や
障
害
者
の

支
援
、
地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
と
い
っ
た
点
で
連
携
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

連
携
中
枢
都

市
圏
の
形
成

定
住
自
立
圏
構
想
に
続
く
新
た
な
市
町
連
携
の
制
度
と
し
て
平
成
二
十
六
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
の
が
、「
連
携

中
枢
都
市
圏
構
想
」
で
あ
る
。
本
構
想
の
目
的
は
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
の
中
で
も
、
持
続
的
な
経
済

の
活
性
化
を
可
能
な
も
の
と
し
、
人
々
が
安
心
し
て
快
適
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
地
域

に
お
い
て
か
な
り
の
規
模
と
中
核
性
を
有
す
る
中
心
都
市
が
圏
域
内
の
市
町
村
と
連
携
す
る
こ
と
で
、
コ
ン
パ
ク
ト
化
と
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
り
、「
経
済
成
長
の
け
ん
引
」「
高
次
都
市
機
能
の
集
積
・
強
化
」「
生
活
関
連
機
能
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
」
を

行
う
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

　
県
内
で
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
に
、
姫
路
市
を
「
連
携
中
枢
都
市
」
と
す
る
七
市
（
姫
路
、
相
生
、
加
古
川
、
高た

か
砂さ

ご
、
加
西
、

宍
粟
、
た
つ
の
）
八
町
（
稲
美
、
播
磨
、
市
川
、
福
崎
、
神
河
、
太
子
、
上
郡
、
佐
用
）
か
ら
な
る
「
播
磨
圏
連
携
中
枢
都
市
圏
」
が

発
足
し
た
（
同
年
十
二
月
に
赤
穂
市
が
加
入
し
、
八
市
八
町
の
参
加
と
な
る
）。
同
圏
域
に
お
け
る
取
組
と
し
て
、「
は
り
ま
地
域
ブ

ラ
ン
ド
」
の
認
知
度
向
上
と
販
売
促
進
の
た
め
の
情
報
発
信
に
関
す
る
事
業
や
、
圏
域
全
体
へ
の
企
業
誘
致
の
た
め
の
ポ
テ
ン
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シ
ャ
ル
調
査
や
誘
致
活
動
に
関
す
る
事
業
、
圏
域
内
の
住
民
が
全
て
の
公
立
図
書
館

で
図
書
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
図
書
館
の
相
互
利
用
促
進
事
業
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
、
平
成
三
十
年
四
月
に
鳥
取
市
を
「
連
携
中
枢
都
市
」
と
す
る
「
因

幡
・
但
馬
麒き

麟り
ん

の
ま
ち
連
携
中
枢
都
市
圏
」
が
発
足
し
た
が
、
県
内
か
ら
は
新
温
泉

町
が
参
加
し
、
後
に
香
美
町
が
加
わ
っ
た
。
同
圏
域
で
共
有
さ
れ
て
い
る
「
麒
麟
獅

子
舞
」
な
ど
の
伝
統
文
化
を
は
じ
め
と
す
る
観
光
事
業
の
他
に
、
医
療
や
教
育
な
ど

の
分
野
で
圏
域
の
活
性
化
に
向
け
た
事
業
へ
の
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
（
図
8
参
照
）。

三
　
地
域
再
生
に
向
け
た
試
み
の
後
押
し

地
域
再

生
制
度

地
域
再
生
制
度
と
は
、
地
域
に
お
け
る
就
業
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の
強
化
、
生
活
環
境
の
整
備
等
を
目
的
と

し
て
、
地
域
で
行
わ
れ
る
自
主
的
か
つ
自
立
的
な
取
組
を
国
が
支
援
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
兵
庫
県
で
は
、
平
成
十
六
年
五
月
に
、「
地
域
再
生
推
進
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
基
づ
く
地
域
再
生
計
画
（
第
一
次
）
の

対
象
と
し
て
一
三
件
の
計
画
が
認
定
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
県
と
西
宮
市
が
共
同
で
申
請
し
た
「
ひ
ょ
う
ご
・
芸
術
文
化
あ
ふ

れ
る
ま
ち
づ
く
り
計
画
」
は
、「
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
」
を
拠
点
に
、
多
彩
な
芸
術
文
化
創
作
活
動
の
展
開
を
図
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
公
共
空
間
の
有
効
活
用
に
よ
り
賑
わ
い
を
創
出
し
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
も
目
指
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
県
が
申
請
し
た
「
但
馬
・
コ
ウ
ノ
ト
リ
翔か
け

る
郷
づ
く
り
計
画
」
は
、
但
馬
県
民
局
管
内
を
区
域
と
し
た
も
の
で
、
地

域
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
野
生
復
帰
に
向
け
た
取
組
を
展
開
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
通
じ
た
観
光
客
の
増
加

写真 18　�姫路市による連携中枢都市宣言
を報じる新聞（神戸新聞平成 27

（2015）年 2 月 14 日）
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に
よ
る
地
域
経
済
の
活
性
化
を
目
指
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
平
成
十
七
年
四
月
に
、
自
主
的
な
地
域
再

生
に
取
り
組
む
地
方
自
治
体
に
よ
り
強
力
な

支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
地
域
再

生
法
が
公
布
さ
れ
た
。
同
年
六
月
と
七
月
に

地
域
再
生
法
に
基
づ
く
地
域
再
生
計
画
の
第

一
回
認
定
が
行
わ
れ
、
兵
庫
県
内
で
合
わ
せ

て
一
一
の
計
画
が
認
定
さ
れ
た
。

　
県
内
の
地
域
再
生
計
画
の
一
例
を
挙
げ
る

と
、
平
成
二
十
一
年
七
月
に
認
定
を
受
け
た

県
の
「
地
域
医
療
人
材
の
統
合
的
育
成
及
び

循
環
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
通
じ
た
地
域
医
療

再
生
」
で
は
、
県
内
の
教
育
機
関
・
医
療
機

関
と
連
携
し
、
医
師
・
医
療
専
門
職
に
対
す
る
高
度
専
門
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
地
域
医
療
の
高
度
化
が
目
指
さ
れ
た
。

地
方

創
生

高
齢
化
や
人
口
減
少
、
地
方
の
衰
退
と
い
っ
た
問
題
へ
の
一
体
的
な
取
組
と
し
て
始
め
ら
れ
た
の
が
「
地
方
創
生
」

で
あ
る
。
兵
庫
県
で
も
、
平
成
二
十
七
年
三
月
に
「
兵
庫
県
地
域
創
生
条
例
」
が
制
定
さ
れ
た
。
同
条
例
で
は
、「
日
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本
の
縮
図
」
と
評
さ
れ
る
兵
庫
県
が
、
将
来
に
わ
た
っ
て
活
力
を
維
持
で
き
る
よ
う
な
地
域
モ
デ
ル
を
確
立
す
る
こ
と
の
意
義

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
人
口
の
将
来
展
望
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
実
現
の
た
め
の

人
口
対
策
と
地
域
創
生
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
、
県
民
、
市
町
と
と
も
に
、
安
全
で
元
気
な
ふ
る
さ
と
兵
庫
を
実
現
す

る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
た
。
同
条
例
で
は
そ
の
他
に
、
地

域
創
生
の
推
進
に
当
た
り
、
県
と
市
町
を
は
じ
め
と
す
る

各
種
団
体
と
連
携
、
協
働
す
る
こ
と
や
、
市
町
が
、
当
該

市
町
の
区
域
の
個
性
と
特
色
を
生
か
し
た
地
域
創
生
に
関

す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
・
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ

と
等
が
定
め
ら
れ
た
。

　
兵
庫
県
地
域
創
生
戦
略
は
、
二
〇
六
〇
年
の
兵
庫
県
の

あ
る
べ
き
姿
を
見
据
え
な
が
ら
、
第
一
期
創
生
戦
略
と
し

て
二
〇
一
五
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
の
五
年
間
で
取
り

組
む
べ
き
課
題
を
策
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
も
長
期

に
わ
た
る
施
策
の
展
開
や
新
た
な
課
題
の
設
定
等
が
予
想

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
取
組
の
総
合
的
な
評
価
に
は
今
し
ば

ら
く
時
間
を
要
す
る
。

　
県
内
の
市
町
に
お
い
て
も
地
方
創
生
に
向
け
た
様
々
な
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取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
。
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
の
が
、
定
住
促
進
、
関
係
・
交
流
人
口
の
創
出
、
地
方
経
済
の
活
性
化
、
子

育
て
支
援
と
い
っ
た
取
組
で
、
地
域
の
活
力
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
し
て
い
く
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

地
域
再
生

大
作
戦

全
国
的
な
取
組
と
し
て
の
地
域
再
生
・
地
方
創
生
と
連
動
し
な
が
ら
も
、
兵
庫
県
に
お
い
て
独
自
の
施
策
と
し

て
地
方
創
生
に
先
駆
け
る
形
で
展
開
さ
れ
た
の
が
「
地
域
再
生
大
作
戦
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
高
齢
化
・
過
疎

化
等
に
よ
り
地
域
の
活
力
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
地
域
を
対
象
と
し
て
、
地
域
の
農
業
や
産
業
の
振

興
、
定
住
促
進
を
図
る
自
主
的
な
取
組
を
総
合
的
に
支
援
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
平
成
二

十
年
よ
り
「
小
規
模
集
落
元
気
作
戦
」
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
二
十
二
年
よ
り
「
地
域
再
生
大
作

戦
」
に
拡
充
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
小
規
模
集
落
が
多
数
散
在
す
る
地
域
の
再
生
・
活
性
化
の
た
め
に
は
、
近
隣
集
落
と
の
連
携
及

び
都
市
部
の
住
民
と
の
交
流
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
①
小
規
模
集
落
活
性
化
対

策
、
②
地
域
振
興
モ
デ
ル
事
業
、
③
地
域
再
生
拠
点
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
事
業
、
④
中
山
間
「
農
の
再

生
」
推
進
対
策
、
⑤
多
自
然
居
住
の
推
進
と
い
っ
た
「
五
本
の
柱
」
か
ら
な
る
事
業
が
展
開
さ
れ

た
。
具
体
的
な
取
組
と
し
て
、
淡
路
市
の
生
田
地
区
で
は
、「
召
し
ま
せ
『
生
田
村
そ
ば
』」
と
題

し
た
事
業
に
よ
り
、
そ
ば
を
中
核
と
す
る
地
域
活
性
化
の
取
組
が
な
さ
れ
た
。
休
耕
田
を
活
用
し

た
そ
ば
の
栽
培
を
行
う
と
と
も
に
、閉
園
し
た
保
育
所
施
設
を
改
修
し
た
「
そ
ば
カ
フ
ェ
生
田
村
」

を
オ
ー
プ
ン
し
、「
生
田
村
そ
ば
」
を
食
べ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
ば
打
ち
体
験
も
で
き
る
新
た
な

名
所
と
な
っ
た
。

写真 19　そばカフェ生田村（生田地域活性協議会提供）
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ま
た
、
養
父
市
で
は
、
明
延
地
区
に
あ
る
鉱
山
遺
構
を
活
用
し
た
地
域
お
こ
し
（
鉱
山
遺
構
を
生
か
し
た
ま
ち
お
こ
し
）
が
展

開
さ
れ
た
。
明
延
の
鉱
山
は
、
大
同
四
（
八
〇
九
）
年
に
開
坑
し
、
奈
良
の
大
仏
建
立
の
た
め
の
銅
を
献
上
し
た
と
伝
承
さ
れ

て
い
る
歴
史
的
な
鉱
山
で
あ
る
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
政
府
の
官
営
鉱
山
と
な
り
、
銅
の
ほ
か
に
ス
ズ
、
タ
ン
グ
ス
テ

ン
等
が
採
掘
さ
れ
、
鉱
山
最
盛
期
に
は
人
口
は
約
四
〇
〇
〇
人
に
達
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
六
十
二
（
一
九
八
七
）
年
の
閉
山

に
よ
り
人
口
は
急
減
し
、
高
齢
化
も
急
速
に
進
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る

た
め
に
、
坑
道
等
の
鉱
山
創
業
以
来
の
産
業
遺
構
が
点
在
す
る
明
延
地
区
全
体
を
博
物
館
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
「
明
延
ま
る

ご
と
博
物
館
構
想
」
と
題
し
た
事
業
が
展
開
さ
れ
た
。
代
表
的
な
取
組
と
し
て
、
か
つ
て
鉱
石
や
炭
鉱
労
働
者
を
乗
せ
て
走
っ

た
「
鉱
山
鉄
道
」
を
全
国
か
ら
の
募
金
と
地
元
住
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
力
で
復
活
さ
せ
る
「
一
円
電
車
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
、
佐
用
町
で
は
、
人
口
減
に
伴
う
小
売

店
の
閉
店
に
伴
い
、
中
山
間
地
域
に
暮
ら
す
移
動
手
段

を
持
た
な
い
高
齢
者
を
中
心
に
、
食
料
品
や
日
用
品
の

購
入
が
難
し
く
な
る
住
民
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
こ
れ

を
受
け
て
、
地
元
商
店
街
と
連
携
し
た
移
動
販
売
車
事

業
に
取
り
組
み
、
買
い
物
に
支
障
を
来
す
住
民
を
支
え

る
と
同
時
に
、
地
元
商
店
の
売
上
げ
増
も
目
指
さ
れ
た
。

写真 21　�山間地域への移動販売（佐用町
提供）

写真 20　�復活した明延一円電車（養父市
提供）
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